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わたくしたち埼玉県獣医師会員は、それぞれの
職域において、その責務を遂行し、県民の福祉
増進に寄与するため、ここに会員憲章を定めま
す。
わたくしたち埼玉県獣医師会員は

１．動物の生命を守り、ひとびとの生活を豊
かにしよう

１．獣医学術を研鑽向上し、確信を持って業
務に邁進しよう

１．動物愛護思想を向上し、心豊かな生活を
しよう

１．環境衛生を向上し、福祉増進の実をあげ
よう

１．職域を尊重し、倫理の昂揚をはかろう

公益社団法人 埼玉県獣医師会員憲章
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新型コロナワクチンの接種について
公益社団法人埼玉県獣医師会　会長　髙橋　三男

　開業支部会員の皆様におかれましては、集合狂犬病予防注射にご協力いただきありがとうございました。
　今年度の実施頭数は54,840頭と一昨年の72％に留まっていますが、日本獣医師会の要請により、厚生労働
省は昨年に引き続き12月末日までの接種を認めているところです。今後は例年より病院注射の要望が増加す
るものと思われ、接種率を上げるためには会員の皆様方のさらなるご協力が必要です。
　このためにも、皆様方には新型コロナワクチンを接種していただき、感染の機会を減らすことにより、病
院を休院する可能性を低くすることが重要であると思っています。
　しかし、各市町村が実施している新型コロナワクチンの接種につきましては、高齢者から接種が進んでい
ますが、国のワクチン供給の遅れもあり、当会の開業会員の60％を占める30歳から50歳代の獣医師や若い世
代の病院スタッフの接種はしばらく先になりそうです。
　このような市町村のワクチン接種を補完するため、ワクチン接種センターを埼玉県が県内４か所で開設す
ることとなりました（別紙参照）
　この会場では県民の生活に必要な業種である、エッセンシャルワーカーを対象に接種を開始し、獣医師（動
物病院スタッフも含む）も昨年の緊急事態宣言発令の際に営業可能とされたのと同様に対象に含まれていま
す。市町村から送付された接種券が必要となりますが、接種券はすでに多くの市町村で全ての年代に発送さ
れており、若い年代に未発送の市町村についても今月中には発送される見通しです。
　このような状況のなか、会長として熟慮しておりましたが、この度のワクチン接種センターの開設発表を
機会に、埼玉県保健医療部（仲山副部長、橋谷田生活衛生課長）、埼玉県市長会会長（原口鴻巣市長）及び
政令指定都市であるさいたま市（髙橋副市長、細沼保健福祉局長、星野保健部長）などの行政当局を訪問し、
今年の集合狂犬病予防注射の結果を説明し、今後の病院注射に対する協力を依頼するとともに、エッセンシャ
ルワーカーの一員として責務を果たしていこうという公益社団法人としての会員の総意をお伝えし、獣医師
に対する新型コロナワクチン接種の推進をお願いしました。
　新型コロナワクチンの接種は強制でなく、個人の判断とされておりますが、我々獣医師は動物にワクチン
を接種している科学者でありますので、会員の皆様方には一人でも多くの方が接種を受け、この病気の撲滅
に協力していただきますようお願いいたします。
　県内在住で接種券があれば、どの会場でも申込みが可能です。現在は別紙の日程で予約が開始される予定
ですが、今後は国のワクチンの供給状況により予定が変更されることもあるようです。インターネットのみ
の予約となりますので、この機会に各自で申込みをしていただきますようお願い申し上げます。

鴻巣市役所市長室において
左　髙橋三男会長
右　原口和久埼玉県市長会会長（鴻巣市長）
中央はコウノトリの剥製（鴻巣市ではコウ
ノトリの里づくりを推進しています。）

さいたま市役所副市長室において
左　髙橋　篤さいたま市副市長
右　髙橋三男会長
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埼玉県ワクチン接種センターについて
　県では、希望する方が１日も早くワクチン接種を受けられるよう、県内４か所にワクチン接種センターを
設置し、集団接種を行います。
　※市町村での接種を補うものです。まずはお住まいの市町村での接種をご検討ください。

１　接種事業の概要
　概要

接種
対象者

〇８～９月
・埼玉県在住（※１）で18歳以上（※２）のエッセンシャルワーカーの方
・※１：埼玉県内の市町村に住民票がある方※２：令和３年４月１日時点で18歳に達している方
・市町村から発行されている接種券をお持ちの方
・他の接種会場において、1度も接種を受けておらず、接種のための予約もしていない方
上記を全て満たす方
〇その後エッセンシャルワーカー以外の接種も予定しています。

会場

埼玉県東部ワクチン接種センター：県民健康福祉村（越谷市）
埼玉県南部ワクチン接種センター：浦和合同庁舎（さいたま市）
埼玉県西部ワクチン接種センター：川越市南公民館（川越市）
埼玉県北部ワクチン接種センター：熊谷文化創造館さくらめいと（熊谷市）

開設期間
８月～11月 午前９時～午後７時（土日祝含む）
受付：午前９時00分～午後０時45分、午後２時00分～午後６時30分

（各会場ごとに開設期間が異なっています。詳細は各会場の情報をご覧ください。）

接種人数
１日当たり最大3,600人程度を予定
※国からのワクチンの供給状況により、変更となることがあります。

接種
ワクチン

・東部、西部、北部：ファイザー社製ワクチン
・南部：武田／モデルナ社製ワクチン

接種
回数

・ファイザー社製ワクチン　２回
・武田/モデルナ社製ワクチン　２回

接種費用 無料（全額公費で接種を行います。）

※接種券の配送状況については、住民票所在の各市町村へお問合せください。 

２　エッセンシャルワーカーの定義
　エッセンシャルワーカーとは、県民生活を維持するために必要な業務を行う方をいいます。
　具体的には、国が定める新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において緊急事態宣言時に継続
が求められる事業、県が定める新型インフルエンザ等対策行動計画において特定接種の対象としている事業
に従事する方などを対象としています。

別紙
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３　予約
　予約期間
　７月29日（木）13時から　随時受付開始
　※毎木曜日の13時から、翌週月曜日～日曜日の予約を受け付ける予定です。

接種日 予約開始日時 東部 南部 西部 北部
８月２日（月）　
～８月８日（日）

７月２９日（木）１3時 〇 － － －

８月９日（月）　
～８月１5日（日）

８月５日（木）１3時 〇 － － －

８月１6日（月）　
～８月２２日（日）

８月１２日（木）１3時 〇 〇 〇 〇

８月２3日（月）　
～８月２９日（日）

８月１９日（木）１3時 〇 〇 〇 〇

８月30日（月）　
～９月５日（日）

８月２6日（木）１3時 － 〇 〇 〇

（※埼玉県ホームページから抜粋）

予約の申し込みはインターネットのみになります。以下のホームページを参照してください。

（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/seshusha.html）
広告
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動物病院のＸ線発生装置に PCBが残っていませんか
　昭和55年（1980年）までに製造・販売されたＸ線発生装置に内蔵されたコンデンサーに処分が義務付けら
れている有害物質のPCB（ポリ塩化ビフェニル）が含まれている可能性があり、その処分期限（令和４年３
月31日）が近づいています。
　このたび、埼玉県環境部産業廃棄物指導課長から以下のとおり、PCB含有機器の使用及びPCB廃棄物の保
有の再確認の周知について依頼がありました。
　今一度、病院内のX線発生装置につきまして確認していただきますようお願いします。

会長　髙　橋　三　男　様
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第３回理事会
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会議を開催することなく、令和３年７月８日付けで各理事あて
の書面により次の事項を協議し、全ての理事の同意が得られ、全ての監事の異議がないことが確認されたた
め、理事会の決議があったものとみなされた。
１　 議決事項
　　第１号議案　支部長の承認に関する件
　　第２号議案　集合狂犬病予防注射実施班班長の承認に関する件
　　第３号議案　役員退任慰労金の支給に関する件
２　 協議事項
　　委員の選任について。

新聞紙上で狂犬病予防注射の徹底を啓発

　本会では犬の集合狂犬病予防注射の実施を控えた３月、新聞紙上において県民への意識啓発を行ったとこ
ろですが、新型コロナウイルス感染症の影響で集合注射の接種率が低下しているため、この度、次のとおり
啓発記事を掲載します。

会 務 報 告

埼玉新聞　８月５日掲載予定
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星
ほ し の

野　竜
た つ や

也
団体支部

和
わ だ

田　恒
こ う き

輝
団体支部

新　入　会　員
新入会員報告

支　部　名 氏　　　　　名 勤　　務　　先

団体 星　野　竜　也 久喜市・たぐち動物病院

〃 和　田　恒　輝 久喜市・たぐち動物病院

勤務部会

広告
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予　　告

学術委員会　委員長　髙橋　　一成
情報検討委員会　委員長　宗像　俊太郎

　当会が後援した名古屋市獣医師会主催の動物看護師オンラインセミナーが６月27日（日）に開催され、多
くの当会関係者にも視聴していただきました。ありがとうございました。同セミナーは全３回のシリーズセ
ミナーとして企画されており、第２弾は11月７日（日）、第３弾は来年２月頃に開催される予定です。こち
らも当会が後援し、受講料は無料となります。申込時期につきましては案内があり次第改めてお知らせします。
　なお、11月７日（日）の第２弾には、災害対策に関して、福島県南相馬市において東日本大震災による地震、津
波、原発事故を経験された寺島美穂先生の講演があります。獣医師にも参考になる大変貴重なお話しが聞ける
と思いますので、会員の先生方にもぜひご視聴いただきますようお願いします。

Webセミナーのお知らせ
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お 知 ら せ 第102回日本獣医麻酔外科学会
オンライン学術講習会のお知らせ

　第102回日本獣医麻酔外科学会オンライン学術講習会が開催されます。当会も後援をしておりますのでお
知らせします。
開 催 期 間　令和３年８月16日（月）～８月29日（日）（オンデマンド配信は９月12日まで視聴可能）
Webサイト　https://www.jsvas.net/ezm/2021-102/
参 加 登 録　下記を参照してください。
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畜安第3２７－3－１号
令和３年７月１２日

公益社団法人　埼玉県獣医師会長　様
埼玉県農林部畜産安全課　　　
課長　野澤　裕子（公印省略）

拡大豚熱疫学調査チームの提言を踏まえた飼養衛生管理基準等の指導の
徹底について（依頼）

　日頃から家畜衛生行政の推進につきまして、御協力いただき感謝申し上げます。
　さて、令和３年７月８日に神奈川県内で国内 69 例目となる豚熱の発生が確認され、豚熱ワクチン接
種農場における発生が継続しています。
　令和３年７月７日に開催された第15回拡大豚熱疫学調査チーム検討会から、今後の農家指導の方針な
どについて「豚熱ワクチン接種農場における豚熱の患畜確認に伴う今後の発生予防対策（提言）」とし
てとりまとめ、提言がありました。
　ついては、上記の提言及び令和３年７月８日付け３消安第2187号（農林水産省消費・安全局　動物衛
生課長通知）を踏まえ、養豚農場訪問時の衛生対策の徹底等について貴会員あて周知をお願いします。

広告
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農 政 第 ２ ６ ６ 号
令和３年７月９日

公益社団法人埼玉県獣医師会
会長　髙橋三男　様

埼玉県農林部長　強瀬道男（公印省略）

埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく協力要請について（依頼）

　本県農林行政の推進につきましては、日頃格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、本県における新型コロナウイルスの感染状況については、人口１0万人あたりの新規陽性者数が
ステージ３の目安となる１5人を下回る一方、新規陽性者数自体は増加に転ずる兆しがみられ、感染力が
強いと言われているデルタ株への懸念が引き続き存在する中、特に、緊急事態措置区域となる東京都と
の往来が頻繁で、かつ陽性者が多い地域等に柔軟かつ強力な感染拡大防止対策が必要な状況です。
　そこで、第5９回埼玉県新型コロナウイルス対策本部会議（令和３年７月８日開催）において、政府対
策本部の公示に基づき、埼玉県におけるまん延防止措置等重点措置を実施すべき期間を延長し、県民の
皆様及び事業者の皆様に協力をお願いすることが決定されました。
　つきましては、趣旨を御理解いただき、関係者の皆様への周知に御協力くださるよう、お願い申し上
げます。

（参考）
埼玉県ＨＰ
　【７月８日発表】埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく協力要請について
　https://www.pref.saitama.lg.jp/notice/2021020401.html

※別添省略

事 務 連 絡
令和３年6月25日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人日本獣医師会　　　　
副会長兼専務理事　境　　　政　人

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の
一部改正について（施行通知）

　このことについて、農林水産省消費・安全局畜水産管理課課長補佐（薬事審査管理班担当）から、別
添のとおり通知がありました。
　この度の通知は、厚生労働省医薬・生活衛生局長から食品、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医
療等の用途を定める省令の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第105号）が公布されたことに
伴い、下記の改正概要についての周知が依頼されたものです。
　つきましては、貴会会員に周知方よろしくお願いいたします。
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記

１下記２物質を、法第２条第15項に規定する指定薬物として指定
① N－｛1－［2－ヒドロキシ－2－（チオフェン－2－イル）エチル］ピぺリジン－4－イル｝－N－フェニル

プロパンアミド及びその塩類
② メチル＝2－［1－（4－フルオロブチル）－1H－インドール－3－カルボキサミド］－3，3－ジメチルブ

タノアート及びその塩類
２指定された物質を含むもの
　上記２物質のいずれかを含有するもの（ただし、元来これらの物質を含有する植物を除く。）は指定
薬物であり、規制の対象となる。

※別添省略

３日獣発第９3号
令和３年６月29日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本獣医師会
会長　藏　内　勇　夫　　　

（公印及び契印の押印は省略）

家畜改良増殖法及び家畜遺伝資源に係る不正競争防止に関する法律の遵
守状況に関する自己点検の実施及び報告について（依頼）

　このことについて、令和３年５月31日付け３生畜第395号をもって農林水産省生産局畜産部畜産振興
課長から別紙のとおり通知がありました。
　このたび、家畜改良増殖法第35条の規定に基づく全国の家畜人工授精所等への立入検査の実施が、新
型コロナウイルス感染症の影響で必要最低限になっている状況を踏まえ、農林水産省のウェブサイト上
に、和牛遺伝資源関連２法の遵守状況を点検するための「自己点検フォーム」が設置されました。つき
ましては、対象者に「自己点検」の実施及び農林水産省への報告を促進するよう、貴会会員に周知方よ
ろしくお願いいたします。

※別紙省略



14

３日獣発第99号
令和３年7月2日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本獣医師会
会長　藏　内　勇　夫　　　

（公印及び契印の押印は省略）

令和３年度獣医療提供体制整備推進総合対策事業のうち「女性獣医師等
就業支援研修」への協力のお願いについて

　日頃より本会事務・事業にご支援いただき厚くお礼申し上げます。
　農林水産省補助事業の令和3年度獣医療提供体制整備推進総合対策事業（うち管理獣医師等育成支援・
獣医師就業支援対策事業）における「女性獣医師等就業支援研修」は、家畜保健衛生所、動物検疫所、
動物衛生研究部門、民間の家畜診療施設等において、女性獣医師等（産休・育休の代替職員であれば男
性獣医師も可）の職場復帰・再就職・就業継続に必要な最新知識の修得、獣医療技術の向上を図ること
を目的とした研修です。
　つきましては、職場復帰・再就職等を希望している貴会会員獣医師等に参加を呼びかけ、受講者を募っ
ていただきたく、よろしくお願い申し上げます。

令和３年度「女性獣医師就業支援研修」開催のお知らせ

　日本獣医師会では、農林水産省補助事業として「女性獣医師就業支援研修」を行っております。この
研修は、産業動物診療分野や家畜衛生分野への再就職・職場復帰等を希望する獣医師を対象として、就
業に必要な最新知識の修得、獣医療技術向上を図ることを目的としています。

１．対象：
　再就職・職場復帰等を希望する女性獣医師。
　　例：就業分野の変更を希望する女性獣医師、
　　　　産休・育休等から職場復帰する獣医師（男女問わず）等
　※地方獣医師会会員資格の有無は問いません。

２．目的：
　家畜伝染病の検査技術、家畜の診療技術等を修得するための研修を実施し、職場復帰・再就職・就業
継続に必要な最新知識の修得、獣医療技術向上を図る。

３．研修先：
　獣医学系大学、家畜保健衛生所、動物検疫所、動物衛生研究部門、民間の家畜診療施設等

４．本研修への申込方法：
　申込書に必要事項（研修を希望する時期・場所・施設・分野・内容等）をご記入いただき、本会まで
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メール（kyogikai@nichiju.or.jp）またはFAX（03-3475-1604）にてご連絡ください。

　なお、申込書は下記QRコードもしくは、女性獣医師応援ポータルサイト新着情報「令和３年度「女
性獣医師等就業研修」開催のお知らせ」からダウンロードいただきますようお願いいたし
ます。

　ご提出いただいた申込書をもとに、具体的な研修受入先・日程等について本会で調整を行います（必
ずしもご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご承知おきください）。

５．その他
　本研修の参加費用は無料ですが、研修開催地までの旅費等は参加者の自己負担です。

３日獣発第96号
令和３年7月８日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本獣医師会
会長　藏　内　勇　夫　　　

（公印及び契印の押印は省略）

家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の適切な処理
等のための家畜人工授精所に対する指導について

　このことについて、令和３年６月22日付け３生畜第541号をもって農林水産省生産局畜産部畜産振興
課長から別紙のとおり通知がありました。
　このたび、黒毛和種の家畜人工授精用精液の処理工程において、複数の種雄牛から採取した精液を混
合し、容器に封入した疑いのある事案が発生したことを受け、①精液等の取り違えや誤った混合を防止
するため、家畜人工授精所の開設者並びに家畜人工授精師及び獣医師等に、別添の留意事項を再度周知
すること、②家畜改良増殖法第13条第４項に基づき「精液等を容器に収めた上でこれに封を施し、かつ、
家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受精卵証明書を添付すること」が義務
付けられており、記載内容に誤りのある証明書が添付された精液の譲渡等は家畜改良法増殖法第13条第
４項、第14条第１項又は第２項に違反すること、以上２点について周知徹底するよう依頼されたもので
す。
　つきましては、貴会会員に周知方よろしくお願いいたします。

※別紙省略
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３日獣発第110号
令和３年７月15日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本獣医師会
会長　藏　内　勇　夫　　　

（公印及び契印の押印は省略）

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令等の一部改正について

　このことについて、令和３年４月15日付け２消安第6153号をもって、農林水産省消費・安全局長から
別添のとおり通知がありました。
　このたびの通知は、Komagataella pastorisの遺伝子組換え体が産生するフィターゼ（酵素）の使用対
象動物が定められ、フィターゼを含む飼料及び飼料添加物は対象家畜等の記載が義務化されるとともに、
規格・基準が設定された旨の通知を依頼されたものです。
　つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

※別添省略

広告
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最近の豚熱の発生状況
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年　月　日 産　業　動　物 小　　　　動　　　　物 公　衆　衛　生
４月
５月
６月
７月
８月

９月１２日（日） 令和３年度　関東・東京合同地区獣医師大会（栃木）獣医学術関東・東京合同地区学会
（宇都宮市　栃木県総合文化センター）

１0月
１１月

１２月
農林支部
令和３年度埼玉県家畜保健
衛生業績発表会

令和４年
１月21日（金）
～23日（日）

令和３年度  日本獣医師会獣医学術学会年次大会（兵庫）
（神戸国際会議場・展示場）

２月
衛生支部
健康福祉研究発表会
食肉衛生技術研修会

３月

令和３年度埼玉県獣医師会学術広報版
（令和３年７月２0日現在）

広告
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７月11日　第２回関東・東京合同地区獣医師会理
事会・幹事会（栃木県宇都宮市　ホテ
ルマイステイズ宇都宮）

７月16日　全国獣医師会事務事業推進会議（東京
都　都市センターホテル）書面協議

７月28日　埼玉県狂犬病予防協会第56回定期総会
（さいたま市　さいたま商工会議所）

９月12日　関東・東京合同地区獣医師大会・三学
会（栃木県宇都宮市　栃木県総合文化
センター）

10月19日　第65回埼玉県公衆衛生大会（予定）
11月20日、21日　食と農林業の祭典「ドリームフェ

スタ」（行田市　古代蓮の里）

令和４年
１月21日～23日　令和３年度日本獣医師会学会年

次大会（神戸市　神戸国際会議場）
２月27日　第３回関東・東京合同地区獣医師会理

事会（栃木県宇都宮市　ホテルマイス
テイズ宇都宮）

事　務　局　メ　モ
ホームページ会員専用ページ　入室は　URL  http://www.saitama-vma.org/

ID：SVMA（半角・大文字）　パスワード：MITSUO（半角・大文字）

広告
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編　集　後　記
　突然、梅雨が明け酷暑の夏が来た。高校野球
も熱戦が繰り広げられているが、球児はさぞか
し熱いだろう。応援しているスタンドでは例年
より多くの熱中症の患者が出ている。プロス
ポーツ同様に給水時間が取られるのは「根性！
根性！」の時代の終焉を思わせる。ようやくス
ポーツも新時代に入ってくれたように思う。
　海の向こうではメジャーリーグの大谷翔平選
手が世界中の野球ファンから注目の的となって
いる。観客席に「私と結婚して！」の横断幕ま
で出るほどの過熱ぶりだ。その人柄を含めた人
気の高さは日本人として誇りに思う。後半戦は
どれだけ調子を落とさずに頑張れるか心配だ
が、全世界のファンの期待に応えるような歴史
に残る成績を残して欲しいものである。
　スポーツの祭典であるオリンピック・パラリ
ンピックは祝日である海の日とスポーツの日を
移動し、首都高料金を値上げし、道路には五輪
専用レーンを作るなど無理をしての開催となっ
ている。新型コロナ対策に加え、この猛暑の中、
熱中症対策は万全だろうか。開催を目前に続々
と選手団が成田に到着している。五輪開催中に
新たな変異株が持ち込まれないかなど心配は尽
きないが、我々獣医師も感染症を扱う者として、
殆どの試合が無観客となりホッとしている。五
輪会場や選手村がクラスターとなったら「おも
てなし」どころではない。しかし、我々日本人
はコロナ禍の制限の中でも出来る限りの「おも
てなし」をして無事にオリンピック・パラリン
ピックを終了し、各国の選手が日本の良いイ
メージだけを胸に母国に帰っていただく事を切
に願っています。
　さて、人災の疑いも出ている静岡県熱海市の
土石流被害は今だにすべての行方不明者が見つ
からないでいる。どろどろの土石流や瓦礫の中
に埋もれている事を思うと言葉が無い。家の中
に居たのに突然家ごと濁流に飲まれて中には海
にまで流されて亡くなった方もいる。心からご

冥福を祈ります。ある報道によるとマスコミの
ヘリコプターによる取材が邪魔をして捜索がな
かなかはかどらないそうだ。命に係わる事なの
で、マスコミも分別を持って報道すべきだろう。
　そうかと思えば九州の南部でも豪雨災害と
なっている。ここ数年、７月の最初の週に集中し
て日本各地で線状降水帯に見舞われて甚大な被
害を被っている。地球が変わってしまったのは
事実だ、我々はそれを素直に受け止め地球温暖
化対策を含め、今できる限りの対策を講じなけ
れば益々災害による死者が増えるばかりであ
る。
　会務報告にもありますが、狂犬病予防注射の
啓発広告を県獣医師会として埼玉新聞に掲載し
ます。昨年は新型コロナの影響で集合狂犬病予
防注射が多くの市町村で中止となり、対前年比
１２.７％となってしまいました。そのため、今年
は集合注射開始前の３月30日（火）に埼玉新聞
の１面全面を使用して啓発を行いました。新聞
紙面全面は本会始まって以来の事となります。
大野知事、富岡市長会会長（熊谷市長）、石木
戸町村会会長（皆野町長）、金井県医師会長、
藏内日獣会長に快く寄稿していただき、県生活
衛生課の茂木主幹には犬による咬傷事故が全国
で毎年４千件以上、県内でも250件近く発生し
ていることを紹介していただきました。そのお
陰と、参加された先生方や市町村の協力により、
今年の集合注射は一昨年の72％の実施率となり
ました。どの感染症も広がり始めたら大変です
が、こと狂犬病に関しては万が一流行したらコ
ロナどころの騒ぎでは済まないはずです。今年
も日本獣医師会の働きかけにより、12月末日ま
での注射が可能となっています。これから病院
注射での巻き返しが必要です。ご協力をお願い
します。
　会員の皆様方には、酷暑の中ですがご自愛の
ほどお願い申し上げ、会報693号をお届けしま
す。 （不動）



わたくしたち埼玉県獣医師会員は、それぞれの
職域において、その責務を遂行し、県民の福祉
増進に寄与するため、ここに会員憲章を定めま
す。
わたくしたち埼玉県獣医師会員は

１．動物の生命を守り、ひとびとの生活を豊
かにしよう

１．獣医学術を研鑽向上し、確信を持って業
務に邁進しよう

１．動物愛護思想を向上し、心豊かな生活を
しよう

１．環境衛生を向上し、福祉増進の実をあげ
よう

１．職域を尊重し、倫理の昂揚をはかろう

公益社団法人 埼玉県獣医師会員憲章



第　693　号
令和₃年₇月２０日編集

発　　　行　　　所
埼 玉 県 獣 医 師 会

　　　　〒３３０－０８３５　さいたま市大宮区北袋町１－３４０
　　　　　（埼玉県農業共済会館内）
　　　　　電　話　０４８（６４５） １ ９ ０ ６
　　　　　ＦＡＸ　０４８（６４８） １ ８ ６ ５
　　　　　E-mail :  s-vma@vesta.ocn.ne.jp
　　　　　URL : http://www.saitama-vma.org/
　　　　　振替口座　００１１０－９－１９５９５４番

発行責任者　髙　橋　三　男
編集責任者　大　橋　邦　啓
印　刷　所　㈱アサヒコミュニケーションズ

公 益
社団法人

記事の内容

新型コロナワクチンの接種について………１
動物病院のX線発生装置にPCB廃棄物が残っ
ていませんか………………………………４

会務報告
第３回理事会…………………………………７
新聞紙上で狂犬病予防注射の徹底を啓発…７

新入会員報告
新入会員紹介…………………………………８

予告
Webセミナーのお知らせ ……………………９

お知らせ
第1０２回日本獣医麻酔外科学会オンライン学
術集会のおしらせ…………………………10

埼玉県農林部畜産安全課長からのお知らせ
　………………………………………………11
新型コロナウイルス関連のお知らせ………12
日本獣医師会からのお知らせ………………12
最近の豚熱の発生状況………………………17

埼玉県獣医師会学術広報版 …………18

事務局より
事務局メモ……………………………………19

編集後記 ……………………………………20

広告


